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①美唄市受動喫煙防止条例が７月に施行
　2015年12月、市町村レベルでは初となる美唄市
受動喫煙防止条例が成立し、2016年７月から施行
されます。本医師会報でも過去４回にわたり紹介
してきました。
・�2015年６月号「美唄市の試みとパブリックコメ
ントに対するタバコ産業の妨害」
・�2015年11月号「美唄市の条例化を妨害するタバ
コ産業」
・�2016年２月号「美唄市受動喫煙防止条例成立」
・�2016年４月号「美唄市へのふるさと納税」
　条例成立を阻止するために、ＪＴは東京本社か
ら社会環境推進担当部長を美唄市に派遣して髙橋
市長に「受動喫煙の有害性は証明されていない。条
例で強制すべきではない」と申し入れを行っただ
けでなく、週刊ポストの「美しい分煙社会の作り
方」に下記のタイトルで２回にわたって髙橋市長
との対談を掲載し、猛烈な妨害工作を行った＊。
　「大自然に包まれた北海道美唄市で『禁煙条例』
騒動が持ち上がった（６月５日号）」
　「北海道美唄市長に問う『独自の禁煙条例化は、
医師会に市政協力を求めるためのバーターです
か？』（６月19日号）」
さらに、11月20日号には、
「北海道美唄市『禁煙条例化』に見る規制推進派の
“分煙拒否“は正しいか」
として、昨年の本誌６月号が引用され、筆者が髙橋
市長に対談の想定問答集を送ったことが取り上げ
られていた（タバコ産業から見れば筆者の行為は

妨害工作）。
　＊�：このようなタバコ産業の妨害が行われるか
どうかを「スクリーミングテスト」といいま
す。タバコ産業が悲鳴を上げる（スクリーム：
scream）対策は有効であり、逆に、タバコ産業
が行政等と協力しておこなう「20歳までは吸
わせない」「拾えば街がきれいになる」は喫煙
対策にまったく貢献しません。屋内を禁煙と
する条例が本市をはじめ、多くの自治体で成
立するように声を上げていきましょう。

　タバコ産業の妨害を乗り越えて美唄市条例が成
立したのは、髙橋市長の方針が揺るがなかったこ
と、理解力の優れた市議会議長と議員、市長を支え
る保健福祉部職員が熱意を持って取り組んだこ
と、美唄市医師会の素晴らしい見識（過疎化と高齢
化が進む美唄市には予防医療、特に最大かつ早期
の効果が期待できるタバコ対策が最重要）と井門
会長による市政への６年間にわたる働きかけ、そ
して条例検討会に招

しょうへい

聘された中村正和先生（地域
医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター
センター長、日本禁煙推進医師歯科医師連盟副会
長）の講演「受動喫煙推進の法的・科学的根拠の解
説」の内容が委員たちに正しく伝わったことなど
が大きかったと思います。昨年度の研究費で作成
した「地方自治体の受動喫煙防止対策（屋内全面禁
煙化）を推進するための資料」に美唄市条例の内容
と井門先生のコメントを紹介しております。
　・�ダウンロードは次のＵＲＬから

シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その20）
①美唄市条例成立で記念講演
②「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針（案）」にパブコメ144件

�  
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　2016年４月２日、美唄市医師会共催市民健康
フォーラムで受動喫煙防止条例記念講演会が開か
れ、筆者が招かれました。
　美唄市は新千歳空港から１時間半ほどかかるた
め２泊が必要でした。到着したのは４月１日16
時、なんと髙橋市長は年度始めの公務予定を30分
ずらして前日の打ち合わせに参加していただき、
大変感激しました。市役所の担当者からいろいろ
裏話を聞いた上で、翌２日、なぜガイドラインでは

なく条例化が必要だったのか、７月から施行され
る条例は市民の健康のためである、を意識して講
演を行いました（図１）。
　人口２万3,103人の美唄市で97人の聴講者が集
まったことから市民の関心の高さが伝わってきま
した（図２）。しかも、そのほとんどが一般市民の方
でした。
　北海道新聞の記者も来ており、翌日の新聞に報
道されました（図３）。

　http://www.tobacco-control.jp/
　・�冊 子を希望される方は
（yamato@med.uoeh-u.ac.jp）
にご一報ください

図３．松沢議員の事務室で意見交換（左からコー氏、ベッチャー氏、
筆者、通訳、齋藤麗子・日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長、松沢氏）

図３．北海道新聞に紹介された内容

図１．市民健康フォーラムのポスター
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　ところで、美唄市の担当者が「条例成立
後、ふるさと納税が急に増えた」と喜んで
いました（図４、５）。筆者も３万円の納税
で減農薬ブランド米「ふっくりんこ」、焼
き鳥セット、蕎麦セットをいただきまし
た。皆さんも、美唄の名産品を食べなが
ら、美唄市を応援してみませんか？

②弘前市「たばこの健康被害防止対策の
指針（案）」
　青森県は日本一の短命県です。弘前市
の平均寿命は青森県全体よりはやや良
いものの全国平均を下回ることから、
受動喫煙防止だけでなく喫煙率の減少
と次世代の健康の確保を含む「たばこ
の健康被害防止対策の指針（案）」が検
討されました。2015年11月から2016年
３月にかけて３回の協議会が開催さ
れ、「弘前市たばこの健康被害防止対策
の指針（案）」がまとまり、パブリックコ
メントが募集（２月15 〜 29日）された
ことを本誌４月号で紹介しておりま
す。その結果が弘前市のホームページ
に公表されましたが、なんと144件も
の意見が寄せられていました（図６）。
その前後の別のパブコメには「意
見なし」、もしくは数件のみでし
たから異常な投稿数です。
　主な意見は、①の「全面禁煙の
見直し」（＝分煙喫煙室を認めて
欲しい）と③の「分煙の容認と推
進」です。それ以外に「④データの
信頼性」「⑥協議会の公平性」等の
言葉を変えた投稿もあり、組織票
であることをごまかすためのタ
バコ産業側の涙ぐましい努力が
見えます。中には憲法13条「個人
の行動の自由」や憲法22条「営業
（職業選択）の自由」を根拠に屋内
の禁煙化に反対する意見も見ら
れました。筆者が注目したのはそ
の提出方法です。「健康づくり推
進課に持参」された意見はすべて
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図６．弘前市「たばこの健康被害防止対策指針（案）」に寄せられた意見
内容の概要
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強力な反対意見でした。このように反対意見が目
立つように行動することを、一般的に「ノイジー・
マイノリティ」といいます。逆に、ほぼ賛成してい
るが声を上げない集団を「サイレント・マジョリ
ティ」と呼ぶことはよく知られています。タバコ問
題を推進するためには、医師会のメンバーが中心
となって「ノイジー・マジョリティ」を形成するこ
とが大切だと思います。

　意見の内容ごとに分類して、一つ一つに丁寧な

回答をつけた一覧表も公表されています。回答に
は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」
や健康増進法、改正労働安全衛生法、健康日本21
（第二次）だけでなく、筆者が測定した微小粒子状
物質（PM2.5）の結果も引用されております。タバコ
産業とのやりとりの想定問答集としてお手本にな
りますのでご一読を。特に「ご意見として承りま
す」というかわし方は勉強になります。
　②「指針（案）に賛成」の一つに分類されている筆
者の意見を図７に示します。数の上では36件と負

図７．筆者がふるさと納税をした上で送った意見



（ 18 ）北九州市医報（平成28年６月）第707号

けてしまいましたが、意見の「数」ではなく「内容」
により「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針」
が決定され、その後の条例化にむけて発展してい
くことを期待しています。

　そして、このような地方自治の動きが国レベル
の屋内全面禁煙法につながっていくことを期待し
ています。

〈広報委員会のおまけ情報（その５）〉

せっかく行くなら（美味しい）禁煙のお店へ
　少し遅れましたが、２月の広報委員会後に皆で
利用したお店です。名前は「トラットリア・ヴァン
ケット」。場所は馬借の夜間・休日急患センター斜
め前です。イタリアン＋フレンチのようなカジュ
アルだけどしっかりとした味わいのある料理を出
してくれます。イタリア産を中心にワインも充実
の品揃えです。料理は一皿の量が多めなので数人
で行ってワイワイ分け合いながらいただくのに
ぴったり。一人分のコースでも二人で分け合って
十分満足な量です。完全禁煙。実は数年前まで喫煙
可のお店でした。久しぶりに伺ったら完全禁煙に
なっていてびっくり。お店の方が私を見るなり「以

前、なぜ禁煙にしないのか？って言われた方です
よね」と声をかけられて、またびっくり。私のよう
な人がたくさんいたらしく、今ではすっかり完全
禁煙。飲食店の禁煙はお客からのしつこい要望が
大切です。皆さん、頑張ってこんなお店を広げてい
きましょう。そして禁煙のお店を積極的に利用し
て、きれいな空気の中でおいしい食事を楽しみま
しょう！� （担当：大渕）

住所：小倉北区馬借1-13-12
電話番号：093-533-1555
定休日：不定休
営業時間：ランチ　 12時〜 15時
　　　　 ディナー 18時〜 24時


